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土地改良区からのお願い
組合員資格の資格得喪通知手続について 決 済 金 に つ い て

他目的使用について

賦課内訳の添付と内容確認について

　①農業者年金（経営移譲による）を受給する場合
　②売買等で資格が移動した場合
　③相続、贈与により移動した場合

　農地転用するとき決済金がかかります。
　　　　田　65 万円　（千㎡当たり）
　　　　畑　16.3 万円（千㎡当たり）

　使用料金（５年分）
　　①　乗 り 入 れ（橋など） ㎡当たり 7,200 円
　　②　浄　化　槽　排　水 １人槽当たり　 1,800 円
　　③　そ　　　の　　　他

担当　管理課　管理係　TEL 381 － 7092（直）　

　土地改良区の台帳は組合員からの移動通知により更新されることに
なっています。手続を怠りますといつまでも組合費がかかることにな
ります。

　区域内における農地が転用されますと当該受益面積が減少し、償還
金や将来の維持管理費を残された農地を耕作している組合員が負担す
ることになり、その過重負担を招くことになります。このようなこと
が起きないようにするために農地を転用するとき土地改良法に基づき
一定額の決済金を徴収し、それぞれの経費に充当していくものであり
ます。

　土地改良区が管理している道路や水路を農業以外に使用する場合、
他目的使用契約書の締結が必要です。また、使用期間満了後継続して
使用する場合は更新手続きが必要となり、使用しない場合は、廃止手
続きを行ってください。無断使用の場合は、施設を撤去のうえ改修費
用をご負担いただきます。使用料金は下記のとおりです。
　ご不明な点がありましたら担当までご連絡ください。
　なお、広告看板類は許可しません。

　平成 20 年度より組合費賦課金通知書に賦課（土地）内訳書を添付
し賦課令書を発送する事となりました。この内訳書により組合員の皆
様から年ごとの農地異動を確実に把握していただく事で土地改良区業
務の円滑化も可能となります。
　なお、内訳書の内容についてご不明な点がございましたら、最寄り
の亀田土地改良区出張所までお問い合わせをお願いいたします。

　新潟東・江南警察署、新潟市、東日本高速道路㈱、亀田郷土地改良区などでつくる亀田郷不法投棄対策連絡協議会では高速道路
や農道の沿線等の美化や環境啓発を目的に、7回目となる亀田郷一斉清掃を6月7日に開催しました。
　当日は五十嵐会長より、「ゴミの量は昨年より減っているように見えます。この協議会の活動の成果が出始めています。今後も
続けて不法投棄を撲滅しましょう。」とあいさつがありました。
　一斉清掃の参加人数は昨年より132名多い、1,196名と過去最多となり、参加者は各地区、高速道路沿線など14の班に分か
れ清掃活動を行いました。
　収集されたゴミの量は、一般ゴミは4ｔ車換算で17台 ( 昨年比4台減 )、粗大ゴミもタイヤが174本（100本減）、テレビ
は28台（33台減）となり、処理金額も昨年と比較して大幅に減少し586千円（370千円減）となりました。
　新潟市のゴミ有料化に伴い、ゴミの量が増加するのではないかと懸念していましたが、監視カメラの設置や警察署を含めた地域
一体での監視体制の強化、さらには皆さんの地域環境美化の意識が向上したことより減少したと思っています。
　土地改良区では機場や水路等のゴミ処理費として年間400万円を計上し、余計な負担となっています。清掃活動を通じて土地
改良施設全体のゴミ処理の軽減につながればと思っています。
　また、不法投棄を見つけた場合はもよりの警察署あるいは土地改良区までご連絡下さい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先：亀田郷土地改良区　管理課管理係　　☎025-381-7092
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　企画課水土里係　☎025-381-7697

亀　田　郷　一　斉　清　掃　を　実　施


